
　毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
） 

         

　
　
　
　
　
　
　目

　
　次

　
　

 
 

　告

　示 

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
意
見
が
あ
っ
た
件                         

一
八
六 

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
件
三
件                                   

一
八
六 

○
保
安
林
の
指
定
を
す
る
件
二
件                                                 

一
八
七 

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
す
る
森
林
所 

　有
者
等
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
当
該
通
知
の
内
容
を
掲
示
し
た
件                 

一
八
七 

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
二
件                                               

一
八
八 

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件
二
件                                               

一
八
九 

○
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件                     

一
八
九 

○
都
市
計
画
事
業
を
認
可
し
た
件                                                 

一
九
一 

○
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
件
二
件                             

一
九
一 

○
土
地
区
画
整
理
事
業
の
終
了
に
つ
い
て
認
可
し
た
件                                 

一
九
二 

○
公
金
の
収
納
の
事
務
を
委
託
し
た
件                                             

一
九
二 

　公

　告 

○
医
療
計
画
を
定
め
た
件                                                       

一
九
三 

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件                             

一
九
三 

○
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
た
件                                                 
一
九
三 

○
福
島
県
を
発
注
者
と
し
て
、
競
争
入
札
の
方
法
に
よ
り
物
品
の
買
入
れ
又
は
修 

　繕
の
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
入
札
に
参
加
す
る
者
に 

　必
要
な
資
格
を
公
示
す
る
件                                                   

一
九
三 

　福
島
県
教
育
委
員
会 

○
福
島
県
指
定
重
要
文
化
財
と
し
て
指
定
す
る
件                                     

一
九
四 

○
福
島
県
指
定
重
要
無
形
文
化
財
と
し
て
指
定
す
る
件                                 

一
九
五 

○
福
島
県
指
定
天
然
記
念
物
と
し
て
指
定
す
る
件                                     

一
九
五 

　福
島
県
公
安
委
員
会 

○
道
路
交
通
法
に
よ
り
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
の
認
定
を
し
た
件                       

一
九
六 

○
道
路
交
通
法
に
よ
り
運
転
免
許
取
得
者
等
検
査
の
認
定
を
し
た
件                       

一
九
六 

○
道
路
交
通
法
に
よ
る
指
定
講
習
機
関
と
し
て
指
定
を
受
け
た
者
か
ら
変
更
の
届 

　出
が
あ
っ
た
件                                                             

一
九
六 

○
道
路
交
通
法
に
よ
る
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
の
認
定
を
受
け
た
者
か
ら
変
更 

　の
届
出
が
あ
っ
た
件                                                         

一
九
六 

○
道
路
交
通
法
に
よ
る
運
転
免
許
取
得
者
等
検
査
の
認
定
を
受
け
た
者
か
ら
変
更 

　の
届
出
が
あ
っ
た
件                                                         

一
九
七 

○
道
路
交
通
法
に
よ
り
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
の
認
定
を
し
た
件                       

一
九
七 

○
道
路
交
通
法
に
よ
り
運
転
免
許
取
得
者
等
検
査
の
認
定
を
し
た
件                       

一
九
八 

　福
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会 

○
い
か
つ
り
漁
業
に
つ
い
て
指
示
す
る
件                                           

一
九
九 

　正

　誤 

○
令
和
五
年
九
月
一
日
付
け
定
例
第
四
百
十
三
号
中                                   

一
九
九 

○
令
和
六
年
三
月
十
五
日
付
け
定
例
第
四
百
六
十
四
号
中                               

一
九
九 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

告

　
　示 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
告
示
第
二
百
二
十
六
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
第
六
条
第
一
項
の
変
更
の
届
出
に
係
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
及
び
第
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
令
和
六
年

三
月
二
十
九
日
か
ら
同
年
四
月
二
十
九
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り

課
、
福
島
県
い
わ
き
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
い
わ
き
市
産
業
振
興

部
産
業
チ
ャ
レ
ン
ジ
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

岡
小
名
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

　福
島
県
い
わ
き
市
岡
小
名
字
岸
前
五
十
三
の
一
ほ
か 

二

　法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
い
わ
き
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要 

意
見
な
し
。 

三

　法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要 

意
見
書
の
提
出
な
し 

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
二
十
七
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
熊
町

土
地
改
良
区
か
ら
令
和
五
年
十
一
月
二
十
二
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
、
令
和

六
年
三
月
二
十
一
日
認
可
し
た
。 

　
　令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
二
十
八
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
母
畑
地

区
土
地
改
良
区
か
ら
令
和
六
年
三
月
十
四
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
、
同
月
二

十
一
日
認
可
し
た
。 

　
　令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
二
十
九
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
舘
岩
土

地
改
良
区
か
ら
令
和
六
年
三
月
七
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
、
同
月
二
十
二
日

認
可
し
た
。 

　
　令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
三
十
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
。 

　
　令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　保
安
林
の
所
在
場
所 

双
葉
郡
□
葉
町
大
字
波
倉
字
原
三
八
六
、
三
八
七
、
字
前
山
一
の
二
か
ら
一
の
五
ま
で
、
二
、
字

浜
田
二
四
の
一
、
二
四
の
二
、
二
五
、
二
六
の
三
か
ら
二
六
の
五
ま
で
、
二
六
の
一
〇
、
二
六
の
一

一
、
二
七
の
一
、
三
二
の
一
、
三
四
の
一
、
三
七
の
二
、
三
九
の
三
、
字
浜
畑
一
の
二
、
二
の
二
、

三
の
二
、
五
、
七
の
一
、
九
の
二
、
一
〇
の
二
、
一
一
の
二
、
一
一
の
三
、
一
二
、
一
三
、
一
五
の

一
、
一
五
の
二
、
一
八
、
一
九
の
一
、
二
〇
の
一
、
二
一
の
二
、
二
二
の
二
、
二
三
の
一
、
四
四
の

四
、
四
六
の
一
、
四
九
の
二
、
五
一
の
一
、
五
二
、
五
八
の
一
、
五
九
の
一
、
五
九
の
二
、
六
〇
の

二
、
六
二
の
二
、
七
七
の
二
、
七
八
か
ら
八
〇
ま
で
、
字
鎌
田
一
の
五
、
二
の
三
、
五
の
二
、
五
の

三
、
六
の
一
、
六
の
三
、
七
の
四
、
九
の
二
、
一
〇
の
四
、
一
〇
の
五
、
一
〇
の
九
、
二
二
、
字
坊

ノ
下
一
二
の
三
、
一
二
の
四
、
一
三
の
三
、
一
四
の
三
、
一
四
の
四
、
字
五
反
田
一
の
一
、
一
の
二
、

一
の
五
、
一
の
六
、
二
の
四
、
二
の
六
、
四
の
二
、
一
三
の
二
、
一
四
の
三
、
一
四
の
四
、
一
五
の

二
、
一
六
の
五
か
ら
一
六
の
八
ま
で
、
一
二
三
、
字
橋
向
四
六
、
字
横
枕
一
の
二
、
一
〇
、
一
一
の

三
、
一
二
の
三
、
一
三
の
二
、
一
五
の
一
か
ら
一
五
の
三
ま
で 

二

　指
定
の
目
的 

潮
害
の
防
備 

三

　指
定
施
業
要
件 

１

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

㈠

　主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

㈡

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
□
葉
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

㈢

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

２

　立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

　（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
□
葉
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
三
十
一
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
。 

　
　令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　保
安
林
の
所
在
場
所 

　相
馬
市
磯
部
字
古
磯
部
七
四
の
二
、
七
五
の
二
、
八
二
の
二
、
九
三
の
三
、
一
一
一
の
六
、
一
九

九
の
二
、
二
〇
〇
の
三
、
二
〇
〇
の
四
、
二
〇
二
の
二
、
二
〇
八
の
三
、
二
〇
八
の
六
、
二
二
九
の

一
、
二
二
九
の
三
、
三
四
六
の
二
、
八
九
七
か
ら
九
〇
七
ま
で 

二

　指
定
の
目
的 

潮
害
の
防
備 

三

　指
定
施
業
要
件 

　１

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

㈠

　主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

㈡

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
相
馬
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

㈢

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

　２

　立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

　（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
相
馬
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
三
十
二
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知

を
す
る
相
手
方
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
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八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
柳
津
町
役
場
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内

容
の
要
旨
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

　
　令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名 

鈴
木
広
美

　鈴
木
廣
美

　鈴
木
貞
造

　鈴
木
蝶
治

　鈴
木
堅
次

　鈴
木
喜
代
美

　増
井
武
彦

　増

井
眞
介

　鈴
木
喜
一
郎

　長
谷
川
新
次
郎

　増
井
彦
松

　一
ノ
瀨
平
次

　一
ノ
瀨
淸
次
郎

　新
井
田

丑
太
郎

　新
井
田
春
吉

　齋
藤
吉
次

　齋
藤
吉
太
郎

　佐
藤
留
藏

　目
黒
栄
次

　田
崎
茂

　鈴
木
新

三
郎

　一
ノ
瀨
初
太
郎

　田
﨑
賀
平

　斎
藤
修

　鈴
木
ハ
ル

　一
ノ
瀨
利
雄

　菊
地
庄
一

　五
十
嵐

豊 

二

　通
知
の
内
容
の
要
旨 

１

　保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
。 

２

　当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
件
（
令
和
六
年
福
島
県
告
示
第
百
三
十
六
号
）
に
よ

る
こ
と
。 

３

　当
該
告
示
の
内
容
に
つ
い
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
森
林
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
当
該
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
意
見
書
を
福
島
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
三
十
三
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
国
道
に

つ
い
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路

計
画
課
及
び
福
島
県
県
南
建
設
事
務
所
で
令
和
六
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

 
 

変 

更 

前 

敷
地
の
幅
員 

延

　
　
　
　長 

路 

線 

名

区

　
　
　
　間

変 

更 

後 
 

 

の

　
　別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

一
般
国
道

白
河
市
与
惣
小
屋
一
二
番

変
更
前

　

 

Ａ

　一
〇
・
〇
～ 

六
、
二
五
五
・
〇 

二
九
四
号

一
地
先
か
ら

　
　
　
　
　

 

　
　
　四
七
・
二 

 

同

　市
弥
次
郎
窪
四
二
番

 
 

一
六
地
先
ま
で

　
　
　
　

 
 

 

白
河
市
東
小
丸
山
七
七
番

Ｂ

　一
四
・
六
～ 

二
、
一
七
一
・
〇 

二
地
先
か
ら

　
　
　
　
　

 

　
　二
六
三
・
〇 

 

同

　市
横
町
六
番
地
先
ま

 
 

で

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

 

白
河
市
与
惣
小
屋
一
八
番

Ｃ

　一
六
・
〇
～ 

　
　六
二
〇
・
〇 

一
地
先
か
ら

　
　
　
　
　

 

　
　
　二
五
・
〇 

 

同

　市
東
小
丸
山
八
九
番

 
 

二
地
先
ま
で

　
　
　
　
　

 
 

 

白
河
市
横
町
六
番
地
先
か

Ｄ

　一
五
・
三
～ 

二
、
一
八
八
・
一 

ら 

　
　
　七
五
・
〇 

同

　市
弥
次
郎
窪
四
二
番

一
六
地
先
ま
で

白
河
市
与
惣
小
屋
一
二
番

変
更
後

　

 

Ａ

　一
〇
・
〇
～ 

二
、
四
五
四
・
二 

一
地
先
か
ら

　
　
　
　
　

 

　
　
　四
一
・
一 

 

同

　市
弥
次
郎
窪
四
二
番

 
 

一
六
地
先
ま
で

　
　
　
　

 
 

 

白
河
市
東
小
丸
山
七
七
番

Ｂ

　一
四
・
六
～ 

二
、
一
七
一
・
〇 

二
地
先
か
ら

　
　
　
　
　

 

　
　二
六
三
・
〇 

 

同

　市
横
町
六
番
地
先
ま

 
 

で

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

 

白
河
市
与
惣
小
屋
一
八
番

Ｃ

　一
六
・
〇
～ 

　
　六
二
〇
・
〇 

一
地
先
か
ら

　
　
　
　
　

 

　
　
　二
五
・
〇 

 

同

　市
東
小
丸
山
八
九
番

 
 

二
地
先
ま
で

　
　
　
　
　

 
 

 

白
河
市
横
町
六
番
地
先
か

Ｄ

　一
五
・
三
～ 

二
、
一
八
八
・
一 

ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　
　
　五
二
・
五 

同

　市
弥
次
郎
窪
四
二
番

一
六
地
先
ま
で

　
　
　
　

（
道
路
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
三
十
四
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
喜
多
方
建
設
事
務
所
で
令
和
六
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

 
 

変 

更 

前 

敷
地
の
幅
員 

延

　
　
　
　長 

路 

線 

名

区

　
　
　
　間

変 

更 

後 
 

 

の

　
　別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）
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県
道
上
郷

耶
麻
郡
西
会
津
町
新
郷
大

変
更
前

　

 

Ａ

　
　九
・
六
～

　
　三
六
〇
・
〇 

下
野
尻
線

字
豊
洲
字
寺
前
一
一
五
五 

　
　
　六
二
・
六 

番
一
地
先
か
ら

　
　
　
　

 
 

同

　郡
同

　
　町
新
郷
大

 

字
豊
洲
字
天
王
前
一
〇
五

 
九
番
一
地
先
ま
で

　
　
　

耶
麻
郡
西
会
津
町
新
郷
大

変
更
後

　

 

Ａ

　
　九
・
六
～

　
　三
六
〇
・
〇 

字
豊
洲
字
寺
前
一
一
五
五 

　
　
　一
七
・
五 

 

番
一
地
先
か
ら

　
　
　
　

 
 

 

同

　郡
同

　
　町
新
郷
大

 
 

字
豊
洲
字
天
王
前
一
〇
五

 
 

九
番
一
地
先
ま
で

　
　
　

 
 

 

耶
麻
郡
西
会
津
町
新
郷
大 

Ｂ

　
　九
・
九
～ 

　
　三
六
七
・
七 

字
豊
洲
字
寺
前
一
一
五
六 

　
　
　四
六
・
九 

番
三
地
先
か
ら

　
　
　
　

 

同

　郡
同

　
　町
新
郷
大

字
豊
洲
字
天
王
前
一
〇
五

九
番
一
地
先
ま
で

　
　
　

（
道
路
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
三
十
五
号 

　道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
県
北
建

設
事
務
所
で
令
和
六
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

路

　
　
　線

　
　
　名

供

用

開

始

の

区

間

供

用

開
始

の

期
日

県
道
丸
森
梁
川
線

　
　
伊
達
市
梁
川
町
山
舟
生
字
高
倉
一
四
番

令
和
六
年
三
月
二
九
日

　

一
地
先
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

同

　市
梁
川
町
山
舟
生
字
高
倉
六
三
番

一
地
先
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
道
路
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
三
十
六
号 

　道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
喜
多
方

建
設
事
務
所
で
令
和
六
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

路

　
　
　線

　
　
　名

供

用

開

始

の

区

間

供

用
開

始
の

期

日

県
道
上
郷
下
野
尻
線

　
耶
麻
郡
西
会
津
町
新
郷
大
字
豊
洲
字
寺

令
和
六
年
三
月
二
九
日

　

前
一
一
五
六
番
三
地
先
か
ら

　
　
　
　

 

同

　郡
同

　
　町
新
郷
大
字
豊
洲
字
天

王
前
一
〇
五
九
番
一
地
先
ま
で

　
　
　

（
道
路
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
三
十
七
号 

　土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　土
砂
災
害
警
戒
区
域 

 
 

 
 

 

土
砂
災
害
の
発
生

 
 

 

区

　域

　名 

区

　
　
　
　域 

原
因
と
な
る
自
然

区
域
の
範
囲 

 
 

現
象
の
種
類

　
　

 
 

 
 

か
ね
み
つ
沢

双
葉
郡
浪
江
町
大
字
小
丸
字
赤
下

　
土
石
流

　
　
　
　
次
の
図
の
と
お
り 

 
 

 

小
丸

　
　
　
同

　郡
同

　町
大
字
小
丸
字
赤
下

　
土
石
流

　
　
　
　 

 
 

 
高
瀬
川

　
　
同

　郡
同

　町
大
字
室
原
字
境
沢

　
土
石
流

　
　
　
　 

 
 

 

金
ヶ
倉

　
　
同

　郡
同

　町
大
字
室
原
字
金
ヶ
森

土
石
流

　
　
　
　 

 
 

 

堰
守
沢

　
　
同

　郡
同

　町
大
字
室
原
字
仲
沢

　
土
石
流

　
　
　
　 

 
 

 

後
沢

　
　
　
同

　郡
同

　町
大
字
津
島
字
大
椚

　
土
石
流

　
　
　
　 

第468号令和 6年 3月29日　金曜日 福 島 県 報 189



─────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 
 

前
沢

　
　
　
同

　郡
同

　町
大
字
南
津
島
字
前
沢

土
石
流

　
　
　
　 

 
 

 
田
ノ
入

　
　
同

　郡
同

　町
大
字
南
津
島
字
田
ノ

土
石
流

　
　
　
　 

 

入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

 
 

鳥
見

　
　
　
同

　郡
同

　町
大
字
南
津
島
字
鳥
見

土
石
流

　
　
　
　 

 
 

 

小
出
谷

　
　
同

　郡
同

　町
大
字
室
原
字
小
伝
屋

土
石
流

　
　
　
　 

 
 

 

寺
田

　
　
　
同

　郡
同

　町
大
字
津
島
字
寺
田

　
急
傾
斜
地
の
崩
壊

 
 

 
 

東
舘

　
　
　
同

　郡
同

　町
大
字
津
島
字
東
舘

　
急
傾
斜
地
の
崩
壊

 
 

 
 

谷
津

　
　
　
同

　郡
同

　町
大
字
津
島
字
仲
野
作

急
傾
斜
地
の
崩
壊

 
 

 
 

小
丸

　
　
　
同

　郡
同

　町
大
字
井
手
字
く
ぬ
ぎ

地
滑
り

　
　
　
　 

 

平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

 
 

亀
ヶ
崎

　
　
同

　郡
広
野
町
大
字
折
木
字
亀
ヶ
崎

急
傾
斜
地
の
崩
壊

 
 

 
 

日
向

　
　
　
須
賀
川
市
志
茂
字
日
向

　
　
　
　
　
急
傾
斜
地
の
崩
壊

 
 

 
 

柏
木
平

　
　
田
村
市
船
引
町
春
山
字
柏
木
平

　
　
土
石
流

　
　
　
　 

 
 

 

井
堀
前

　
　
同

　市
船
引
町
堀
越
字
高
森

　
　
　
土
石
流

　
　
　
　 

 
 

 

井
堀
川

　
　
同

　市
船
引
町
堀
越
字
高
森

　
　
　
土
石
流

　
　
　
　 

 
 

 

川
除

　
　
　
同

　市
滝
根
町
広
瀬
字
川
除

　
　
　
土
石
流

　
　
　
　 

 
 

 

矢
大
臣
４

　
同

　市
滝
根
町
広
瀬
字
矢
大
臣

　
　
土
石
流

　
　
　
　 

 
 

 

矢
大
臣
川

　
同

　市
滝
根
町
広
瀬
字
矢
大
臣

　
　
土
石
流

　
　
　
　 

 
 

 

貝
谷

　
　
　
同

　市
滝
根
町
広
瀬
字
貝
谷

　
　
　
急
傾
斜
地
の
崩
壊

 
 

 
 

下
田

　
　
　
同

　市
都
路
町
岩
井
沢
字
下
田

　
　
急
傾
斜
地
の
崩
壊

 
 

 

 

寺
下
２
号

　
同

　市
都
路
町
古
道
字
寺
下

　
　
　
急
傾
斜
地
の
崩
壊

 
 

 
 

狩
亦

　
　
　
い
わ
き
市
小
名
浜
下
神
白
字
狩
亦

　
急
傾
斜
地
の
崩
壊

 
 

 
 

田
中
内

　
　
同

　
　市
平
谷
川
瀬
字
田
中
内

　
　
急
傾
斜
地
の
崩
壊

 
 

 
 

塚
ノ
町

　
　
同

　
　市
平
谷
川
瀬
字
塚
ノ
町

　
　
急
傾
斜
地
の
崩
壊

 
 

 
 

久
之
浜
町
賤

同

　
　市
久
之
浜
町
久
之
浜
字
中
浜

土
石
流

　
　
　
　

 
 

 

沢
１

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　 

 
 

 

久
ノ
浜
沢

　

 

同

　
　市
久
之
浜
町
久
之
浜
字
上
ノ

土
石
流

　
　
　
　

 
 

 

　
　
　
　
　
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　 

 
 

 

広
町

　
　
　
同

　
　市
平
南
白
土
字
広
町

　
　
　
急
傾
斜
地
の
崩
壊

 
 

 
 

馬
場

　
　
　
同

　
　市
平
下
高
久
字
馬
場

　
　
　
急
傾
斜
地
の
崩
壊

 
 

 
 

川
隅

　
　
　
喜
多
方
市
山
都
町
木
幡
字
西
向
甲

　
急
傾
斜
地
の
崩
壊

 
 

譲
屋

　
　
　
同

　
　市
上
三
宮
町
三
谷
字
諏
訪
前

急
傾
斜
地
の
崩
壊

二

　土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域 

 
 

 
 

 
 

区
域
の
範
囲
及
び

 
 

 
 

土
砂
災
害
の
発
生

自
然
現
象
に
よ
り

 
 

区

　域

　名 

区

　
　
　
　
　
　
　
　域 

原
因
と
な
る
自
然

建
築
物
に
作
用
す

 
 

現
象
の
種
類

　
　

 

る
と
想
定
さ
れ
る

 
 

衝
撃

　
　
　
　
　 

 
 

 

か
ね
み
つ
沢

双
葉
郡
浪
江
町
大
字
小
丸
字
赤
下

　
土
石
流

　
　
　
　
次
の
図
の
と
お
り 

 
 

 
小
丸

　
　
　
同

　郡
同

　町
大
字
小
丸
字
赤
下

　
土
石
流

　
　
　
　 

 
 

 

高
瀬
川

　
　
同

　郡
同

　町
大
字
室
原
字
境
沢

　
土
石
流

　
　
　
　 

 
 

 

金
ヶ
倉

　
　
同

　郡
同

　町
大
字
室
原
字
金
ヶ
森

土
石
流

　
　
　
　 

 
 

 

堰
守
沢

　
　
同

　郡
同

　町
大
字
室
原
字
仲
沢

　
土
石
流
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後
沢

　
　
　
同

　郡
同

　町
大
字
津
島
字
大
椚

　
土
石
流

　
　
　
　 

 
 

 
田
ノ
入

　
　
同

　郡
同

　町
大
字
南
津
島
字
田
ノ

土
石
流

　
　
　
　 

 

入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

 
 

鳥
見

　
　
　
同

　郡
同

　町
大
字
南
津
島
字
鳥
見

土
石
流

　
　
　
　 

 
 

 

小
出
谷

　
　
同

　郡
同

　町
大
字
室
原
字
小
伝
屋

土
石
流

　
　
　
　 

 
 

 

寺
田

　
　
　
同

　郡
同

　町
大
字
津
島
字
寺
田

　
急
傾
斜
地
の
崩
壊

 
 

 
 

東
舘

　
　
　
同

　郡
同

　町
大
字
津
島
字
東
舘

　
急
傾
斜
地
の
崩
壊

 
 

 
 

谷
津

　
　
　
同

　郡
同

　町
大
字
津
島
字
仲
野
作

急
傾
斜
地
の
崩
壊

 
 

 
 

亀
ヶ
崎

　
　
同

　郡
広
野
町
大
字
折
木
字
亀
ヶ
崎

急
傾
斜
地
の
崩
壊

 
 

 
 

日
向

　
　
　
須
賀
川
市
志
茂
字
日
向

　
　
　
　
　
急
傾
斜
地
の
崩
壊

 
 

 
 

井
堀
前

　
　
田
村
市
船
引
町
堀
越
字
高
森

　
　
　
土
石
流

　
　
　
　 

 
 

 

川
除

　
　
　
同

　市
滝
根
町
広
瀬
字
川
除

　
　
　
土
石
流

　
　
　
　 

 
 

 

矢
大
臣
川

　
同

　市
滝
根
町
広
瀬
字
矢
大
臣

　
　
土
石
流

　
　
　
　 

 
 

 

貝
谷

　
　
　
同

　市
滝
根
町
広
瀬
字
貝
谷

　
　
　
急
傾
斜
地
の
崩
壊

 
 

 
 

下
田

　
　
　
同

　市
都
路
町
岩
井
沢
字
下
田

　
　
急
傾
斜
地
の
崩
壊

 
 

 
 

寺
下
２
号

　
同

　市
都
路
町
古
道
字
寺
下

　
　
　
急
傾
斜
地
の
崩
壊

 
 

 
 

狩
亦

　
　
　
い
わ
き
市
小
名
浜
下
神
白
字
狩
亦

　
急
傾
斜
地
の
崩
壊

 
 

 
 

田
中
内

　
　
同

　
　市
平
谷
川
瀬
字
田
中
内

　
　
急
傾
斜
地
の
崩
壊

 
 

 
 

塚
ノ
町

　
　
同

　
　市
平
谷
川
瀬
字
塚
ノ
町

　
　
急
傾
斜
地
の
崩
壊

 
 

 
 

久
之
浜
町
賤

同

　
　市
久
之
浜
町
久
之
浜
字
中
浜

土
石
流

　
　
　
　

 
 

 

沢
１

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　 

 
 

 

久
ノ
浜
沢

　
同

　
　市
久
之
浜
町
久
之
浜
字
上
ノ

土
石
流

　
　
　
　

 
 

 

　
　
　
　
　
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　 

 
 

 

広
町

　
　
　
同

　
　市
平
南
白
土
字
広
町

　
　
　
急
傾
斜
地
の
崩
壊

 
 

 
 

馬
場

　
　
　
同

　
　市
平
下
高
久
字
馬
場

　
　
　
急
傾
斜
地
の
崩
壊

 
 

 
 

川
隅

　
　
　
喜
多
方
市
山
都
町
木
幡
字
西
向
甲

　
急
傾
斜
地
の
崩
壊

 
 

譲
屋

　
　
　
同

　
　市
上
三
宮
町
三
谷
字
諏
訪
前

急
傾
斜
地
の
崩
壊

　（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
福
島
県
土
木
部
河
川
港
湾
総
室
砂
防
課
及
び
当
該
土
砂

災
害
警
戒
区
域
又
は
当
該
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
所
管
す
る
福
島
県
建
設
事
務
所
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。
） 

（
砂

　防

　課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
三
十
八
号 

　都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事

業
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　施
行
者
の
名
称

　福
島
市 

二

　都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

県
北
都
市
計
画
道
路
事
業

　三
・
四
・
百
二
十
六
号

　北
沢
又
丸
子
線 

三

　事
業
施
行
期
間

　令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四

　事
業
地

　収
用
の
部
分

　福
島
市
北
沢
又
字
八
計
、
字
下
八
計
並
び
に
南
沢
又
字
下
番
匠
田
、
字

東
谷
地
地
内 

使
用
の
部
分

　な
し 

（
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
三
十
九
号 

　都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事

業
に
係
る
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　施
行
者
の
名
称

　福
家
産
業
・
一
条
工
務
店
平
幕
ノ
内
宅
地
開
発
共
同
企
業
体 

二

　都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 
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い
わ
き
都
市
計
画
一
団
地
の
住
宅
施
設
事
業

　平
幕
ノ
内
一
団
地
の
住
宅
施
設 

三

　事
業
認
可
の
年
月
日

　平
成
二
十
九
年
七
月
十
四
日 

四

　事
業
施
行
期
間

　平
成
二
十
九
年
七
月
十
四
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

五

　事
業
地

　変
更
な
し 

（
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
四
十
号 

　都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事

業
に
係
る
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　施
行
者
の
名
称

　し
ん
と
く
建
設
工
業
株
式
会
社 

二

　都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

い
わ
き
都
市
計
画
一
団
地
の
住
宅
施
設
事
業

　好
間
町
上
好
間
一
団
地
の
住
宅
施
設 

三

　事
業
認
可
の
年
月
日

　平
成
二
十
九
年
十
一
月
十
四
日 

四

　事
業
施
行
期
間

　平
成
二
十
九
年
十
一
月
十
四
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

五

　事
業
地

　変
更
な
し 

（
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
四
十
一
号 

　土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地

区
画
整
理
事
業
の
終
了
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　土
地
区
画
整
理
事
業
の
名
称

　喜
多
方
市
御
清
水
地
区
沿
道
整
備
街
路
事
業 

二

　施
行
者
の
名
称

　喜
多
方
市 

三

　事
業
施
行
期
間

　平
成
二
十
七
年
九
月
十
八
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四

　施
行
地
区

　喜
多
方
市
字
御
清
水
及
び
字
御
清
水
東
の
各
一
部
の
区
域 

五

　施
行
認
可
の
年
月
日

　平
成
二
十
七
年
九
月
十
八
日 

六

　終
了
の
認
可
の
年
月
日

　令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

（
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
四
十
二
号 

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

公
金
の
収
納
の
事
務
を
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一
１

　委
託
し
た
事
務
の
範
囲
及
び
内
容 

納
入
通
知
書
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
等
収
納
代
行
業
務 

２

　受
託
者
の
名
称
及
び
所
在
地 

株
式
会
社
Ｎ
Ｔ
Ｔ
デ
ー
タ

　東
京
都
江
東
区
豊
洲
三
丁
目
三
番
三
号 

３

　収
納
事
務
委
託
年
月
日 

令
和
六
年
三
月
一
日 

４

　収
納
の
事
務
を
委
託
す
る
期
間 

令
和
六
年
三
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

二
１

　委
託
し
た
事
務
の
範
囲
及
び
内
容 

納
入
通
知
書
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
等
収
納
代
行
業
務 

２

　受
託
者
の
名
称
及
び
所
在
地 

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

　Ｐ
ａ
ｙ
株
式
会
社

　東
京
都
品
川
区
西
品
川
一
丁
目
一
番
一
号 

ビ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
株
式
会
社

　東
京
都
千
代
田
区
内
幸
町
一
丁
目
二
番
二
号 

Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
株
式
会
社

　東
京
都
千
代
田
区
紀
尾
井
町
一
番
三
号 

株
式
会
社
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ

　東
京
都
千
代
田
区
永
田
町
二
丁
目
十
一
番
一
号 

株
式
会
社
み
ず
ほ
銀
行

　東
京
都
千
代
田
区
大
手
町
一
丁
目
五
番
五
号 

Ｋ
Ｄ
Ｄ
Ｉ
株
式
会
社

　東
京
都
千
代
田
区
飯
田
橋
三
丁
目
十
番
十
号 

楽
天
ペ
イ
メ
ン
ト
株
式
会
社

　東
京
都
港
区
港
南
二
丁
目
十
六
番
五
号 

３

　収
納
事
務
委
託
年
月
日 

令
和
六
年
三
月
一
日 

４

　収
納
の
事
務
を
委
託
す
る
期
間 

令
和
六
年
三
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

三
１

　委
託
し
た
事
務
の
範
囲
及
び
内
容 

納
入
通
知
書
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
等
収
納
代
行
業
務 

２

　受
託
者
の
名
称
及
び
所
在
地 

株
式
会
社
セ
ブ
ン
︱
イ
レ
ブ
ン
・
ジ
ャ
パ
ン

　東
京
都
千
代
田
区
二
番
町
八
番
地
八 

株
式
会
社
ロ
ー
ソ
ン

　東
京
都
品
川
区
大
崎
一
丁
目
十
一
番
二
号 

株
式
会
社
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト

　東
京
都
港
区
芝
浦
三
丁
目
一
番
二
十
一
号 

山
崎
製
パ
ン
株
式
会
社

　東
京
都
千
代
田
区
岩
本
町
三
丁
目
十
番
一
号 

ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ
株
式
会
社

　千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
番
地
一 

株
式
会
社
ポ
プ
ラ

　広
島
県
広
島
市
安
佐
北
区
安
佐
町
大
字
久
地
六
百
六
十
五
番
地
の
一 

株
式
会
社
し
ん
き
ん
情
報
サ
ー
ビ
ス

　東
京
都
港
区
港
南
一
丁
目
八
番
二
十
七
号 

３

　収
納
事
務
委
託
年
月
日 

令
和
六
年
三
月
一
日 

４

　収
納
の
事
務
を
委
託
す
る
期
間 

令
和
六
年
三
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

（
出
納
総
務
課
） 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

公

　
　告 
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公
告
第
五
十
八
号 

　医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
三
十
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
計
画

を
定
め
た
の
で
、
こ
れ
を
福
島
県
保
健
福
祉
部
健
康
衛
生
総
室
地
域
医
療
課
、
県
内
の
各
保
健
福
祉
事

務
所
及
び
い
わ
き
地
方
振
興
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
地
域
医
療
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

公
告
第
五
十
九
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
、
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。 

　
　令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

土
地
改
良
区
の
名
称 

　矢
吹
原
土
地
改
良
区 

退
任
し
た
役
員 

役
別

　氏
名

　
　
　
　
　住
所 

理
事

　小
磯

　日
出
夫

　白
河
市
大
信
下
新
城
字
下
原
六
番
地
一 

同

　
　安
藤

　政
則

　
　西
白
河
郡
泉
崎
村
大
字
泉
崎
字
愛
宕
山
二
五
番
地 

同

　
　阿
部

　正

　
　
　同

　
　郡
矢
吹
町
東
郷
九
〇
番
地 

同

　
　齊
藤

　常
治

　
　同

　
　郡
同

　町
東
長
峰
二
一
八
番
地 

同

　
　鈴
木

　哲
男

　
　同

　
　郡
同

　町
神
田
西
二
二
番
地
二 

同

　
　佐
藤

　征
男

　
　岩
瀬
郡
鏡
石
町
豊
郷
中
二
〇
八
番
地 

同

　
　佐
藤

　幸
一
郎

　同

　郡
同

　町
桜
岡
八
八
番
地 

同

　
　矢
吹

　盛

　
　
　須
賀
川
市
前
田
川
字
広
町
一
一
一
番
地
四 

同

　
　蛭
田

　□
昭

　
　西
白
河
郡
矢
吹
町
寺
内
西
一
八
五
番
地 

同

　
　木
賊

　正
男

　
　岩
瀬
郡
鏡
石
町
高
久
田
五
〇
番
地 

監
事

　大
木

　義
正

　
　西
白
河
郡
矢
吹
町
上
宮
崎
七
一
番
地
五 

同

　
　菊
地

　次
雄

　
　岩
瀬
郡
鏡
石
町
久
来
石
三
〇
五
番
地 

同

　
　佐
藤

　信
雄

　
　須
賀
川
市
花
岡
二
八
番
地
三 

就
任
し
た
役
員 

役
別

　氏
名

　
　
　
　
　住
所 

理
事

　小
磯

　日
出
夫

　白
河
市
大
信
下
新
城
字
下
原
六
番
地
一 

同

　
　安
藤

　政
則

　
　西
白
河
郡
泉
崎
村
大
字
泉
崎
字
愛
宕
山
二
五
番
地 

同

　
　丹
治

　正
紀

　
　同

　
　郡
矢
吹
町
弥
栄
一
五
〇
番
地 

同

　
　齊
藤

　常
治

　
　同

　
　郡
同

　町
東
長
峰
二
一
八
番
地 

同

　
　鈴
木

　哲
男

　
　同

　
　郡
同

　町
神
田
西
二
二
番
地
二 

同

　
　須
釜

　和
也

　
　岩
瀬
郡
鏡
石
町
中
央
三
番
地 

同

　
　佐
藤

　幸
一
郎

　同

　郡
同

　町
桜
岡
八
八
番
地 

同

　
　坂
口

　昇

　
　
　須
賀
川
市
前
田
川
字
広
町
六
三
番
地 

同

　
　蛭
田

　□
昭

　
　西
白
河
郡
矢
吹
町
寺
内
西
一
八
五
番
地 

同

　
　木
賊

　正
男

　
　岩
瀬
郡
鏡
石
町
高
久
田
五
〇
番
地 

監
事

　白
岩

　富
男

　
　西
白
河
郡
泉
崎
村
大
字
踏
瀬
字
踏
瀬
三
番
地 

同

　
　大
木

　義
正

　
　同

　
　郡
矢
吹
町
上
宮
崎
七
一
番
地
五 

同

　
　菊
地

　次
雄

　
　岩
瀬
郡
鏡
石
町
久
来
石
三
〇
五
番
地 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

公
告
第
六
十
号 

　水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
米
川
、

須
川
、
□
上
川
、
立
田
川
及
び
小
国
川
に
係
る
洪
水
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
、
指
定
の
区
域
及
び
浸

水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
を
定
め
た
。 

　こ
の
指
定
に
係
る
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
河
川
港
湾
総
室
河
川
整
備
課
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事

務
所
企
画
管
理
部
管
理
課
に
備
え
置
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

（
河
川
整
備
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

公
告
第
六
十
一
号 

　地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第

三
百
七
十
二
号
）
第
四
条
及
び
福
島
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
規
則
第
十
七
号
）
第
二
百

七
十
四
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
六
年
度
に
お
い
て
福
島
県
を
発
注
者
と
し
て
、
競
争
入

札
の
方
法
に
よ
り
物
品
の
買
入
れ
又
は
修
繕
の
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
競
争

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等
を
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

　な
お
、
福
島
県
を
発
注
者
と
し
て
、
競
争
入
札
の
方
法
に
よ
り
物
品
の
買
入
れ
又
は
修
繕
の
契
約
を

締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等
を
定
め
る
件
（
令
和

五
年
福
島
県
告
示
第
五
百
五
十
号
）
に
基
づ
い
て
入
札
参
加
資
格
を
有
す
る
と
認
定
さ
れ
て
い
る
者
は
、

こ
の
公
告
に
よ
る
当
該
資
格
の
審
査
の
申
請
は
要
し
な
い
。 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

第
一

　競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格 

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
五
第
一
項
及
び
第
百

六
十
七
条
の
十
一
第
二
項
に
規
定
す
る
資
格
（
以
下
単
に
「
資
格
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る

も
の
と
す
る
。 

一

　法
令
の
規
定
に
よ
り
営
業
に
関
し
許
可
、
認
可
、
登
録
等
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
必
要
と
さ
れ

て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。 

二

　資
格
の
審
査
の
申
請
時
に
お
い
て
、
県
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。 

三

　資
格
の
審
査
の
申
請
時
に
お
い
て
、
消
費
税
又
は
地
方
消
費
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
者
で
あ
る

こ
と
。 

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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四

　資
格
の
審
査
の
申
請
を
す
る
日
の
属
す
る
営
業
年
度
の
前
営
業
年
度
に
お
い
て
、
業
と
し
て
の

物
品
の
販
売
又
は
修
繕
の
実
績
の
あ
る
者
で
あ
る
こ
と
。 

第
二

　資
格
及
び
そ
の
有
効
期
間 

資
格
は
、
申
請
書
及
び
そ
の
添
付
書
類
に
よ
り
審
査
の
上
知
事
が
認
定
す
る
も
の
と
し
、
当
該
資

格
の
有
効
期
間
は
、
資
格
が
認
定
さ
れ
た
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。 

第
三

　資
格
の
喪
失 

資
格
の
認
定
を
受
け
た
者
は
、
第
一
の
第
一
号
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
当
該
資
格
を
失

う
も
の
と
す
る
。 

第
四

　資
格
の
審
査
の
申
請
方
法 

資
格
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
所
定
の
物
品
購
入
（
修

繕
）
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
に
財
務
諸
表
そ
の
他
知
事
が
別
に
定
め
る
書
類
を
添
え
て
提

出
す
る
方
法
又
は
知
事
が
別
に
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織
（
県
の
機
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と
申
請
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電

気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、

知
事
に
当
該
資
格
の
審
査
に
係
る
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
五

　資
格
の
審
査
の
申
請
時
期 

福
島
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
福
島
県
条
例
第
七
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る

県
の
休
日
を
除
き
、
随
時
に
受
け
付
け
る
。 

第
六

　申
請
書
等
の
提
出
先 

資
格
の
審
査
の
申
請
書
等
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
提
出
先
の
う
ち
最
寄
り
の
提
出
先
（
県
内
に
営

業
所
等
の
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
福
島
県
出
納
局
入
札
用
度
課
）
に
提
出
す
る
こ
と
。 

提

　出

　先

郵

　便

　番

　号

　及

　び

　住

　所

電

　話

　番

　号

福
島
県
出
納
局
入

九
六
〇
︱
八
六
七
〇

　福
島
県
福
島
市
杉
妻
町
二

〇
二
四
︱
五
二
一
︱

札
用
度
課

　
　
　
番
一
六
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
四
一
三

　
　
　
　

福
島
県
県
中
地
方

九
六
三
︱
八
五
四
〇

　福
島
県
郡
山
市
麓
山
一
丁

〇
二
四
︱
九
三
五
︱

振
興
局
出
納
室

　
目
一
番
一
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
七
八

　
　
　
　

福
島
県
県
南
地
方

九
六
一
︱
〇
九
七
一

　福
島
県
白
河
市
昭
和
町
二

〇
二
四
八
︱
二
三
︱

振
興
局
出
納
室

　
六
九
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
五
四

　
　
　
　

福
島
県
会
津
地
方

九
六
五
︱
八
五
〇
一

　福
島
県
会
津
若
松
市
追
手

〇
二
四
二
︱
二
九
︱

振
興
局
出
納
室

　
町
七
番
五
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四
七
二

　
　
　
　

福
島
県
南
会
津
地

九
六
七
︱
〇
〇
〇
四

　福
島
県
南
会
津
郡
南
会
津

〇
二
四
一
︱
六
二
︱

方
振
興
局
出
納
室

町
田
島
字
根
小
屋
甲
四
二
七
七
番
地
一

　
　
　
　
五
三
五
四

　
　
　
　

福
島
県
相
双
地
方

九
七
五
︱
〇
〇
三
一

　福
島
県
南
相
馬
市
原
町
区

〇
二
四
四
︱
二
六
︱

振
興
局
出
納
室

　
錦
町
一
丁
目
三
〇
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
〇
三

　
　
　
　

福
島
県
い
わ
き
地

九
七
〇
︱
八
〇
二
六

　福
島
県
い
わ
き
市
平
字
梅

〇
二
四
六
︱
二
四
︱

方
振
興
局
出
納
室

本
一
五
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇
四
三

　
　
　
　

第
七

　変
更
の
届
出 

資
格
の
審
査
又
は
認
定
を
受
け
た
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か

に
、
そ
の
内
容
を
知
事
が
別
に
定
め
る
用
紙
の
提
出
又
は
知
事
が
別
に
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織

の
使
用
に
よ
り
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一

　商
号
又
は
名
称 

二

　代
表
者
の
職
氏
名 

三

　住
所
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

四

　そ
の
他
特
に
事
業
の
内
容
に
変
更
を
生
じ
さ
せ
る
事
項 

第
八

　こ
の
公
告
に
関
す
る
問
合
せ
先 

福
島
県
出
納
局
入
札
用
度
課 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
入
札
用
度
課
） 

 

　
　
　
　
　
　

 

福
島
県
教
育
委
員
会 

　
　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
教
育
委
員
会
告
示
第
二
号 

　福
島
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
四
十
五
年
福
島
県
条
例
第
四
十
三
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
福
島
県
指
定
重
要
文
化
財
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

福
島
県
教
育
委
員
会

　

 

一

　歴
史
資
料
の
部 

名

称

員
数

所

有
者

所

有

者

の

住

所

所

在

の

場

所

紙
本
著
色
磐
城
七

二
巻 

い
わ
き
市 

い
わ
き
市
平
字
梅
本
二
一

い
わ
き
市
平
字
堂
根
町

浜
捕
鯨
絵
巻

　
　

番
地

　
　
　
　
　
　
　
　

 

四
番
地
の
四
（
い
わ
き

市
立
美
術
館
）

　
　
　

二

　彫
刻
の
部 

名

称

員
数

所
有

者

所

有

者

の

住

所

所

在

の

場

所

木
造
薬
師
如
来
坐

一
躯 

宗
教
法
人

河
沼
郡
会
津
坂
下
町
大
字

同
上
（
薬
王
寺
薬
師
堂
） 
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像

　
　
　
　
　
　

薬
王
寺

　
船
杉
字
大
道
上
乙
一
一
七

〇
番
地

　
　
　
　
　
　
　

三

　考
古
資
料
の
部 

名

称

員
数

所

有

者

所

有

者

の

住

所

所

在

の

場

所

荒
田
目
条
里
遺
跡

一
九

い
わ
き
市 

い
わ
き
市
平
字
梅
本
二
一

い
わ
き
市
常
磐
藤
原
町

出
土
品

　
　
　
　
〇
三

番
地

　
　
　
　
　
　
　
　

 

手
□
五
〇
番
地
の
一
（
い

点

　
 

わ
き
市
考
古
資
料
館
、

い
わ
き
市
立
出
土
遺
物

整
理
収
蔵
施
設
）

　
　

 

い
わ
き
市
常
磐
藤
原
町

斑
堂
一
二
六
番
地
の
三

二
（
斑
堂
収
蔵
庫
）

　

（
文
化
財
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
教
育
委
員
会
告
示
第
三
号 

　福
島
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
四
十
五
年
福
島
県
条
例
第
四
十
三
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
福
島
県
指
定
重
要
無
形
文
化
財
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

福
島
県
教
育
委
員
会

　

 

重
要
無
形
文
化
財
（
工
芸
技
術
）
の
部 

文
化
財
の
名
称

保
持
団
体
の
名
称

保
持
団
体
の
所
在
地

会
津
塗

　
　
　

 

会
津
塗
技
術
保
存
会 

会
津
若
松
市
大
町
一
丁
目
七
番
三
号
（
会
津
漆
器
協

同
組
合
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
文
化
財
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
教
育
委
員
会
告
示
第
四
号 

　福
島
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
四
十
五
年
福
島
県
条
例
第
四
十
三
号
）
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
福
島
県
指
定
天
然
記
念
物
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

福
島
県
教
育
委
員
会

　

 

史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
（
天
然
記
念
物
）
の
部 

名

称

所

有

者

所
有
者
の
住
所

所
在
の
場
所
及
び
面
積

武
隈
神
社
の
オ
ハ

宗
教
法
人

須
賀
川
市
杵
衝
字

岩
瀬
郡
天
栄
村
大
字
大
里
字
宮
下
六
八

ツ
キ
イ
チ
ョ
ウ

　
武
隈
神
社

宮
本
一
五
四
番
地

番
地
（
武
隈
神
社
）

　
　
　
　
　
　
　

 

右
記
番
地
面
積
九
五
三
・
〇
平
方
メ
ー

ト
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
文
化
財
課
） 
 

　
　
　
　
　
　

 

福
島
県
公
安
委
員
会 
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福 島 県 公 安 委 員 会 告 示 第 １ １ 号  
  道 路 交 通 法 （ 昭 和 35 年 法 律 第 105 号 ） 第 108 条 の 32 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 運 転 免 許
取 得 者 等 教 育 の 認 定 を し た 。  

令 和 ６ 年 ３ 月 29 日  
                                      福 島 県 公 安 委 員 会 委 員 長   山   本   真   一  
１   運 転 免 許 取 得 者 等 教 育 の 認 定 を し た 者 の 名 称 及 び 住 所 並 び に 代 表 者 の 氏 名 並 び に 運

転 免 許 取 得 者 等 教 育 の 業 務 を 行 う 施 設 の 名 称 及 び 所 在 地  
名 称   株 式 会 社 北 部 日 本 自 動 車 学 校  
住 所   福 島 県 伊 達 市 原 島 95 番 地  
代 表 者 の 氏 名   野 田   拓 男  
施 設 の 名 称   東 亜 自 動 車 学 校  
施 設 の 所 在 地   福 島 県 福 島 市 松 川 町 浅 川 字 御 荷 ケ 沢 ５ 番 地  

２   認 定 を し た 運 転 免 許 取 得 者 等 教 育 の 課 程 の 区 分 及 び 名 称  
運 転 免 許 取 得 者 等 教 育 の 認 定 に 関 す る 規 則 （ 平 成 12 年 国 家 公 安 委 員 会 規 則 第 ４ 号 ）

第 １ 条 第 ３ 号 に 掲 げ る 課 程   運 転 免 許 取 得 者 等 教 育 （ 高 齢 者 講 習 同 等 ）  
３   認 定 年 月 日  

令 和 ６ 年 ２ 月 ６ 日  
                                                                （ 運 転 免 許 課 ）  
                       
福 島 県 公 安 委 員 会 告 示 第 １ ２ 号  
  道 路 交 通 法 （ 昭 和 3 5 年 法 律 第 105 号 ） 第 108 条 の 32 の ３ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 運 転 免 許
取 得 者 等 検 査 の 認 定 を し た 。  

令 和 ６ 年 ３ 月 29 日  
                                      福 島 県 公 安 委 員 会 委 員 長   山   本   真   一  
１   運 転 免 許 取 得 者 等 検 査 の 認 定 を し た 者 の 名 称 及 び 住 所 並 び に 代 表 者 の 氏 名 並 び に 運

転 免 許 取 得 者 等 検 査 の 業 務 を 行 う 施 設 の 名 称 及 び 所 在 地  
名 称   株 式 会 社 北 部 日 本 自 動 車 学 校  
住 所   福 島 県 伊 達 市 原 島 95 番 地  
代 表 者 の 氏 名   野 田   拓 男  
施 設 の 名 称   東 亜 自 動 車 学 校  
施 設 の 所 在 地   福 島 県 福 島 市 松 川 町 浅 川 字 御 荷 ケ 沢 ５ 番 地  

２   認 定 を し た 運 転 免 許 取 得 者 等 検 査 の 方 法 の 区 分 及 び 名 称  
⑴   運 転 免 許 取 得 者 等 検 査 の 認 定 に 関 す る 規 則 （ 令 和 ４ 年 国 家 公 安 委 員 会 規 則 第 ８ 号 。

以 下 「 規 則 」 と い う 。 ） 第 １ 条 第 １ 号 に 掲 げ る 方 法   運 転 免 許 取 得 者 等 検 査 （ 認 知
機 能 検 査 同 等 ）  

⑵   規 則 第 １ 条 第 ２ 号 に 掲 げ る 方 法   運 転 免 許 取 得 者 等 検 査 （ 運 転 技 能 検 査 同 等 ）  
３   認 定 年 月 日  

令 和 ６ 年 ２ 月 ６ 日  
                                                                （ 運 転 免 許 課 ）  
                       
福 島 県 公 安 委 員 会 告 示 第 ２ ４ 号  
  道 路 交 通 法 （ 昭 和 35 年 法 律 第 105 号 ） 第 108 条 の ４ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 指 定 を 受 け た 指
定 講 習 機 関 か ら 、 指 定 講 習 機 関 に 関 す る 規 則 （ 平 成 ２ 年 国 家 公 安 委 員 会 規 則 第 １ 号 ） 第
４ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 次 の と お り 変 更 の 届 出 が あ っ た 。  

令 和 ６ 年 ３ 月 29 日  
                                      福 島 県 公 安 委 員 会 委 員 長   山   本   真   一  
  届 出 に 係 る 指 定 講 習 機 関 と し て 指 定 を 受 け た 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 変 更 し た 事 項  

氏 名 又 は 名 称 変 更 し た 事 項 変     更     前 変     更     後

株 式 会 社 富 久 山  代 表 者 の 氏 名  鬼 生 田   顕 英          筒 井   祐 智            
自 動 車 教 習 所  

                                                                （ 運 転 免 許 課 ）  
                       
福 島 県 公 安 委 員 会 告 示 第 ２ ５ 号  
  道 路 交 通 法 （ 昭 和 35 年 法 律 第 105 号 ） 第 108 条 の 32 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 認 定 を 受 け
た 運 転 免 許 取 得 者 等 教 育 を 行 う 者 か ら 、 運 転 免 許 取 得 者 等 教 育 の 認 定 に 関 す る 規 則 （ 平
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
成 12 年 国 家 公 安 委 員 会 規 則 第 ４ 号 ） 第 ７ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 次 の と お り 変 更 の 届 出
が あ っ た 。  

令 和 ６ 年 ３ 月 29 日  
福 島 県 公 安 委 員 会 委 員 長   山   本   真   一  

  届 出 に 係 る 運 転 免 許 取 得 者 等 教 育 の 認 定 を 受 け た 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 変 更 し た 事 項  

氏 名 又 は 名 称 変 更 し た 事 項 変     更     前 変     更     後

株 式 会 社 富 久 山  代 表 者 の 氏 名  鬼 生 田   顕 英          筒 井   祐 智            
自 動 車 教 習 所  

                                                                （ 運 転 免 許 課 ）  
                       
福 島 県 公 安 委 員 会 告 示 第 ２ ６ 号  
  道 路 交 通 法 （ 昭 和 35 年 法 律 第 105 号 ） 第 108 条 の 32 の ３ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 認 定 を 受 け
た 運 転 免 許 取 得 者 等 検 査 を 行 う 者 か ら 、 運 転 免 許 取 得 者 等 検 査 の 認 定 に 関 す る 規 則 （ 令
和 ４ 年 国 家 公 安 委 員 会 規 則 第 ８ 号 ） 第 ８ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 次 の と お り 変 更 の 届 出
が あ っ た 。  

令 和 ６ 年 ３ 月 29 日  
福 島 県 公 安 委 員 会 委 員 長   山   本   真   一  

  届 出 に 係 る 運 転 免 許 取 得 者 等 検 査 の 認 定 を 受 け た 者 の 名 称 及 び 変 更 し た 事 項  

氏 名 又 は 名 称 変 更 し た 事 項 変     更     前 変     更     後

株 式 会 社 富 久 山  代 表 者 の 氏 名  鬼 生 田   顕 英          筒 井   祐 智            
自 動 車 教 習 所  

                                                                （ 運 転 免 許 課 ）  
                       
福 島 県 公 安 委 員 会 告 示 第 １ ４ ８ 号  
  道 路 交 通 法 （ 昭 和 35 年 法 律 第 105 号 ） 第 108 条 の 32 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 運 転 免 許
取 得 者 等 教 育 の 認 定 を し た 。  

令 和 ６ 年 ３ 月 29 日  
                                      福 島 県 公 安 委 員 会 委 員 長   山   本   真   一  
１   運 転 免 許 取 得 者 等 教 育 の 認 定 を し た 者 の 名 称 及 び 住 所 並 び に 代 表 者 の 氏 名 並 び に 運

転 免 許 取 得 者 等 教 育 の 業 務 を 行 う 施 設 の 名 称 及 び 所 在 地  

名 称 住 所 代表者の氏名 施 設 の 名 称 施 設 の 所 在 地

有 限 会 社 吾 妻  福 島 県 福 島 市 下 野  紺 野   久 幸  吾 妻 自 動 車  福 島 県 福 島 市 下 野  
自 動 車 教 習 所  寺 字 遠 原 36 番 地 の  教 習 所      寺 字 遠 原 36 番 地 の  

５               ５              

株 式 会 社 平 中  福 島 県 い わ き 市 内  鈴 木   勝 夫  平 中 央 自 動  福 島 県 い わ き 市 内  
央 自 動 車 学 校  郷 小 島 町 天 ノ 田 15 車 学 校      郷 小 島 町 天 ノ 田 15 

番 地 の ２         番 地            

吉 源 木 材 株 式  福 島 県 い わ き 市 常  吉 野   弘 美  湯 本 自 動 車  福 島 県 い わ き 市 常
会 社         磐 関 船 町 字 杭 田 ３  学 校       磐 水 野 谷 町 千 代 鶴  

番 地             １ 番 地 ２        

２   認 定 を し た 運 転 免 許 取 得 者 等 教 育 の 課 程 の 区 分 及 び 名 称  
  ⑴   吾 妻 自 動 車 教 習 所  

運 転 免 許 取 得 者 等 教 育 の 認 定 に 関 す る 規 則 （ 平 成 12年 国 家 公 安 委 員 会 規 則 第 ４ 号 。
以 下 「 規 則 」 と い う 。 ） 第 １ 条 第 ３ 号 に 掲 げ る 課 程   運 転 免 許 取 得 者 等 教 育 （ 高 齢
者 講 習 同 等 ）  

  ⑵   平 中 央 自 動 車 学 校  
規 則 第 １ 条 第 ３ 号 に 掲 げ る 課 程   運 転 免 許 取 得 者 等 教 育 （ 高 齢 者 講 習 同 等 ）  
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
  ⑶   湯 本 自 動 車 学 校  

ア   規 則 第 １ 条 第 ３ 号 に 掲 げ る 課 程   運 転 免 許 取 得 者 等 教 育 （ 高 齢 者 講 習 同 等 ）  
イ   規 則 第 １ 条 第 ６ 号 に 掲 げ る 課 程   運 転 免 許 取 得 者 等 教 育 （ 更 新 時 講 習 同 等 ）  

３   認 定 年 月 日  
令 和 ５ 年 12 月 26 日  

                                                                （ 運 転 免 許 課 ）  
                       
福 島 県 公 安 委 員 会 告 示 第 １ ４ ９ 号  
  道 路 交 通 法 （ 昭 和 35 年 法 律 第 105 号 ） 第 108 条 の 32 の ３ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 運 転 免 許
取 得 者 等 検 査 の 認 定 を し た 。  

令 和 ６ 年 ３ 月 29 日  
                                      福 島 県 公 安 委 員 会 委 員 長   山   本   真   一  
１   運 転 免 許 取 得 者 等 検 査 の 認 定 を し た 者 の 名 称 及 び 住 所 並 び に 代 表 者 の 氏 名 並 び に 運

転 免 許 取 得 者 等 検 査 の 業 務 を 行 う 施 設 の 名 称 及 び 所 在 地  

名 称 住 所 代表者の氏名 施 設 の 名 称 施 設 の 所 在 地

有 限 会 社 吾 妻  福 島 県 福 島 市 下 野  紺 野   久 幸  吾 妻 自 動 車  福 島 県 福 島 市 下 野  
自 動 車 教 習 所  寺 字 遠 原 36 番 地 の  教 習 所      寺 字 遠 原 36 番 地 の  

５               ５              

株 式 会 社 平 中  福 島 県 い わ き 市 内  鈴 木   勝 夫  平 中 央 自 動  福 島 県 い わ き 市 内  
央 自 動 車 学 校  郷 小 島 町 天 ノ 田 15 車 学 校      郷 小 島 町 天 ノ 田 15 

番 地 の ２         番 地            

吉 源 木 材 株 式  福 島 県 い わ き 市 常  吉 野   弘 美  湯 本 自 動 車  福 島 県 い わ き 市 常  
会 社         磐 関 船 町 字 杭 田 ３  学 校       磐 水 野 谷 町 千 代 鶴  

番 地             １ 番 地 ２        

２   認 定 を し た 運 転 免 許 取 得 者 等 検 査 の 方 法 の 区 分 及 び 名 称  
⑴   吾 妻 自 動 車 教 習 所  

ア   運 転 免 許 取 得 者 等 検 査 の 認 定 に 関 す る 規 則 （ 令 和 ４ 年 国 家 公 安 委 員 会 規 則 第 ８
号 。 以 下 「 規 則 」 と い う 。 ） 第 １ 条 第 １ 号 に 掲 げ る 方 法   運 転 免 許 取 得 者 等 検 査
（ 認 知 機 能 検 査 同 等 ）  

イ   規 則 第 １ 条 第 ２ 号 に 掲 げ る 方 法   運 転 免 許 取 得 者 等 検 査 （ 運 転 技 能 検 査 同 等 ）  
⑵   平 中 央 自 動 車 学 校  

ア   規 則 第 １ 条 第 １ 号 に 掲 げ る 方 法   運 転 免 許 取 得 者 等 検 査 （ 認 知 機 能 検 査 同 等 ）  
イ   規 則 第 １ 条 第 ２ 号 に 掲 げ る 方 法   運 転 免 許 取 得 者 等 検 査 （ 運 転 技 能 検 査 同 等 ）  

⑶   湯 本 自 動 車 学 校  
ア   規 則 第 １ 条 第 １ 号 に 掲 げ る 方 法   運 転 免 許 取 得 者 等 検 査 （ 認 知 機 能 検 査 同 等 ）  
イ   規 則 第 １ 条 第 ２ 号 に 掲 げ る 方 法   運 転 免 許 取 得 者 等 検 査 （ 運 転 技 能 検 査 同 等 ）  

３   認 定 年 月 日  
令 和 ５ 年 12 月 26 日  

                                                                （ 運 転 免 許 課 ）  
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　福
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

　
　
　
　
　

 
 

福
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
三
号 

　福
島
県
の
地
先
海
面
に
お
け
る
い
か
つ
り
漁
業
に
つ
い
て
、
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百

六
十
七
号
）
第
百
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。 

　
　令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　会
長

　今

　野

　智

　光 

一

　操
業
の
承
認 

い
か
つ
り
漁
業
を
操
業
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
使
用
す
る
船
舶
ご
と
に
福
島
海
区
漁
業
調
整
委
員 

会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
手
釣
又
は
竿さ

お

釣
に
使
用
す
る
総
ト
ン
数
五
ト
ン
未
満
の
船
舶
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

二

　承
認
の
対
象
漁
船 

い
か
つ
り
漁
業
に
係
る
操
業
の
承
認
の
対
象
船
舶
は
、
総
ト
ン
数
三
十
ト
ン
未
満
と
す
る
。 

三

　操
業
期
間 

操
業
期
間
は
、
令
和
六
年
六
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。 

四

　制
限
又
は
条
件 

１

　操
業
の
禁
止
区
域 

次
に
掲
げ
る
海
域
で
の
操
業
は
、
禁
止
す
る
。 

双
葉
郡
富
岡
町
小
良
ケ
浜
灯
台
か
ら
正
東
の
線
以
北
の
水
深
四
十
五
メ
ー
ト
ル
以
浅
の
福
島
県

の
海
域 

２

　承
認
証
の
備
付
け
及
び
標
識
の
表
示 

操
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
操
業
に
際
し
、
別
に
定
め
る
承
認
証
を
船
内
に
備
え
付
け
、
次

に
掲
げ
る
標
識
を
船
舶
の
船
橋
の
両
側
面
の
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 
 

40ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ
 

 
 

 
福
海
い
か
つ
り

 
 

 
 

20ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ 
 

６
第　
　
　
号

 

３

　操
業
の
協
定 

操
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
漁
場
に
お
い
て
他
種
漁
業
と
の
競
合
又
は
操
業
上
の
紛
争
が
生

じ
た
と
き
は
、
関
係
者
と
操
業
協
定
を
締
結
し
、
こ
れ
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
操
業
協
定
が
締
結
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
競
合
又
は
紛
争
の
生
じ
な
い
漁
場
に
移

動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４

　漁
獲
成
績
の
報
告 

操
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
操
業
終
了
後
一
月
以
内
に
別
に
定
め
る
漁
獲
成
績
報
告
書
を
委

員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

五

　承
認
の
取
消
し 

こ
の
指
示
に
違
反
し
た
と
き
は
、
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。 

六

　指
示
の
有
効
期
間 

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
令
和
六
年
六
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

正

　
　誤 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

　

 

　

ペ
ー
ジ

段

行

正

誤

○
令
和
五
年
九
月
一
日
付
け
定
例
第
四
百
十
三
号
中 

　

 

四
二
二

上

後
ろ
か

資
格
等
を
定
め
る

　
　
　
　
　

資
格
を
公
示
す
る

　
　
　
　
　

ら
一
二

○
令
和
六
年
三
月
十
五
日
付
け
定
例
第
四
百
六
十
四
号
中 

　

 

一
五
〇

上

後
ろ
か

福
島
県
会
計
年
度
任
用
職
員
任

会
計
年
度
任
用
職
員
任
用
等
管

ら
二
一

用
等
管
理
規
程

　
　
　
　
　
　

理
規
程

　
　
　
　
　
　
　
　
　

                 

再生紙を使用しています。 【定価　１箇月 3,560円】 発行者　福　　　　島　　　　県
印刷所　株式会社　第　一　印　刷

第468号令和 6年 3月29日　金曜日 福 島 県 報 199


